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序     文 
 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）では、近年の経済活動の発展及び国際化の

進展に伴い、犯罪の多様化、凶悪化が進んでいます。このためフィリピン国家警察では、わが国

との初動捜査や鑑識分野の技術協力の成果により、大量に蓄積してきた採取指紋のデータベース

化をめざし、被疑者及び犯罪者指紋と現場遺留指紋とを自動で照合することで、被疑者の特定を

迅速かつ効率的に行うことを目的として「指紋自動識別システム整備計画」を策定しました。同

計画のためのシステム整備については、わが国政府が無償資金協力の要請を受け、2003 年度「指

紋自動識別システム整備計画」（9 億 7,500 万円）により供与されました。 
しかし、同システムの有効活用には、指紋電子データ化の際の、オペレーターによる遺留指紋

トレース技術、指紋照合時の照合、鑑定技術の向上が必要不可欠であることから、フィリピン政

府からわが国に「指紋自動識別装置（AFIS）運用強化プロジェクト」が要請され、2006 年 7 月か

ら計 4 年間の協力が実施されました。 
同協力により、遺留指紋と押なつ指紋の登録・照会に係る基礎技術が習得され、指紋照会の合

致数（ヒット数）も増加したものの、犯罪現場からの被疑者押なつ指紋や遺留指紋の送付数が限

定されているため、AFIS の機能を十分活用しきれていない問題がありました。そのため、押なつ

指紋及び遺留指紋の採取・送付体制を強化することを通して、AFIS 活用能力を向上させる協力が

新たにフィリピン政府から要請されたことを受けて、2010 年 7 月から 3 年間、「指紋採取・活用

能力向上プロジェクト」を実施してきました。 
今般、本プロジェクトが、終了まで半年という時点に至ったことから、終了時評価調査を実施

し、プロジェクトの活動の実績、成果、課題等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間で

取り組むべき活動等についてフィリピン側関係者と協議しました。本報告書は、今回の終了時評

価調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の協力事業を効果的かつ効率的に実施して

いくための参考として、活用されることを願うものです。 
最後に、本調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
  
平成 25 年 5 月 
 

 独立行政法人国際協力機構 
産業開発・公共政策部長 入柿 秀俊   
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：フィリピン共和国 案件名：指紋採取・活用能力向上プロジェクト 

分野：ガバナンス－公共安全 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部  協力金額（評価時点）：約 7,000 万円 

協力期間 （R/D）2010 年 7 月 13 日 
2010 年 7 月～2013 年 7 月 
（3 年間） 

先方関係機関：フィリピン国家警察（PNP） 

日本側協力機関：警察庁 

他の関連協力： 
「指紋自動識別システム整備計画（2003）」 
「指紋自動識別装置（AFIS）運用強化プロジェクト

（2006-2010）」 
１－１ 協力の背景と概要 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）では、近年の経済活動の発展及び国際化の

進展に伴い、犯罪の多様化、凶悪化が進んでいる。このためフィリピン国家警察（Philippine 
National Police：PNP）では、このような犯罪動向に対処するため科学犯罪捜査の強化を進めて

おり、わが国も初動捜査や鑑識分野の技術協力を実施し、PNP の科学的な犯罪捜査能力強化を

支援してきている。これら技術協力の成果により、犯罪現場における指紋採取技術が向上し、

犯罪者検挙時に採取する指紋カードについても着実に収集・保管されている。しかし、指紋カ

ードと犯罪現場において採取される遺留指紋を目視により確認していたため、指紋照合による

被疑者特定は極めて困難な状況であった。 
 このような状況の下、フィリピン政府（GoP）は大量に保管されている指紋のデータベース

化をめざし、被疑者及び犯罪者指紋と現場遺留指紋とを自動で照合することで、被疑者の特定

を迅速かつ効率的に行うことを目的として「指紋自動識別システム整備計画」を策定した。同

計画のためのシステム整備については、わが国政府が無償資金協力の要請を受け、2003 年度「指

紋自動識別システム整備計画」（9 億 7,500 万円）により供与された。 
 しかし、同システムの有効活用には、指紋電子データ化の際の、オペレーターによる遺留指

紋トレース
1
技術、指紋照合時の照合、鑑定技術の向上が必要不可欠であることから、GoP から

わが国に「指紋自動識別装置（AFIS
2
）運用強化プロジェクト」が要請され、2006 年 7 月から

計 4 年間の協力が実施された。 
 同協力により、遺留指紋と押なつ指紋の登録・照会に係る基礎技術が習得され、指紋照会の

合致数（ヒット数）も増加した。しかし、犯罪現場からの被疑者押なつ指紋や遺留指紋の送付

数が限定的であるため、AFIS の機能を十分活用し切れていないという問題があった。そのため、

GoP からの要請を受けて、押なつ指紋及び遺留指紋の採取・送付体制を強化することを通して、

AFIS 活用能力を向上させることを目的として、「指紋採取・活用能力向上プロジェクト（以下、

本プロジェクト）」を 2010 年 7 月から 2013 年 7 月までの 3 年間の協力期間で実施してきた。 
 
 
 

                                                        
1
 遺留指紋のうち不完全な形状の鱗遺留指紋について、指紋の一部から類推し、指紋全体のイメージを作成する作業。 

2
 Automated Fingerprint Identification System の略。 
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１－２ 協力内容 
＜プロジェクト概要＞ 

本プロジェクトは、科学捜査に欠かせない指紋照合システムの運用促進及び、指紋照合・鑑

定技術能力向上のための技術指導を通じた高度な警察科学捜査機能促進を図るものである。 
 
（１）上位目標 

AFIS の活用により犯罪捜査能力が向上する。 
 
（２）プロジェクト目標 

指紋採取・送付から鑑定に到る一連の手続にかかる体制を強化することを通じて、AFIS
の活用が強化される。 

 
（３）成果 

１．モデル方面本部等からの被疑者押なつ指紋及び遺留指紋の採取・送付体制が強化され

る。 
２．犯罪科学研究所（CL）において送付された押なつ指紋・遺留指紋の AFIS による登録、

照合、鑑定体制が強化される。 
 
（４）プロジェクト対象地域：モデル警察方面及び全国 
 
（５）投入（評価時点） 

日本側：総投入額約 7,000 万円 
専門家派遣：長期延べ 3 名、短期延べ 7 名 
研修員受入（本邦）： 2 名 
ローカルコスト負担：1,080 万 2,000 円 

相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置：延べ 50 名 
土地・施設提供：PNP 本部内の専門家執務室、付帯資機材及び電気・水道設備、研修

施設 
ローカルコスト負担：AFIS 維持管理費用、C/P 旅費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 
 
 

子浦 陽一   総  括   JICA 産業開発・公共政策部法・司法課課長 
星野 吉宏   警察行政   警察庁長官官房国際課課長補佐 
金田 雅之   評価企画   JICA 産業開発・公共政策部法・司法課職員 
板垣 啓子   評価分析   グローバルリンクマネージメント株式会社 

研究員 
調査期間 2013 年 2 月 17 日～3 月 1 日 

2013 年 4 月 1～4 日（第 2 次） 
評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
＜プロジェクト目標の達成度＞ 

プロジェクト目標は達成される見込みである。本プロジェクトの目標である「AFIS の活用強
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化」については、これまでに AFIS 活用に関する PNP 長官通達（LOI）や各種実務要領等で指

紋採取から鑑定までの手続き等が既に策定・発出されており、本プロジェクトで導入した現場

捜査官による遺留指紋採取という新たな取り組みの成果を踏まえ、既存の実務要領、マニュア

ル及びガイドライン等の適切な改訂案を策定・提案することを通じ、AFIS 活用の体制強化が図

られるものと考えられる。また、指標である指紋照会のヒット数についても着実な増加がみら

れ、これまでの増加水準が維持されれば、プロジェクト終了までに目標値が達成される見込み

である。 
 
＜成果１＞ 

本成果はおおむね達成できる見込みである。プロジェクトでは現場捜査官を対象とした 3 期

にわたる研修、意識啓蒙活動等を実施しており、押捺及び遺留指紋の採取・送付数は着実に増

加し、指標の目標値を達成する見込みは高い。また、制度面でも指紋採取・送付に係る各種の

公的な通達が発出されており、体制が強化されていると判断された。 
 
＜成果２＞ 

本成果はおおむね達成できる見込みである。AFIS オペレーター及び指紋鑑定官に対する講師

研修（TOT）が実施され、うち 8 名が職場内研修や、捜査刑事局傘下の研修機関において講師

として AFIS 活用及び指紋採取技術に関する研修での講義演習を担当している。指紋登録・照

合件数についても大幅な伸びが確認されており、既に目標値のおよそ 7 割以上が達成されてい

る。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性：おおむね妥当である。 

本プロジェクトの実施はおおむね妥当である。GoP の開発計画の方向性及び PNP の総合

移行プログラムの重点分野に変更はない。一方、本プロジェクトの実施は担保されている

ものの、日本の協力政策上の重要性は低下している。指紋採取・送付から登録・照合に至

る一連の体制強化を通じて AFIS 活用実績が向上したことへの PNP からの評価は高く、日

本の技術優位性のある分野における過去の協力成果を更に発展・拡大させることをめざし

た本プロジェクトは、当該セクターのニーズに対する適切な対応、アプローチであったと

いえる。 
 
（２）有効性：高い 

これまでの活動実績にかんがみ、協力期間内に成果が達成される見込みは高い。計画上、

現場レベルでの採取・送付に係る技能向上と本部 CL での指紋登録・照合能力の強化はい

ずれも AFIS 活用の強化に不可欠な要素であり、成果からプロジェクト目標に至る論理性

は妥当なものである。C/P や研修受講者の人事配置上の課題はあったものの、捜査におけ

るチーム制や表彰制度の導入等の効果もあり、これら成果は着実に達成されつつあり、プ

ロジェクト目標である AFIS 活用能力強化に貢献していると考えられることから、プロジ

ェクト実施の有効性は高いと判断される。 
 

（３）効率性：高い 
本プロジェクトは小規模案件であり、他の類似案件に比して投入は大きくない一方、モ

デル地域の拡大など、当初の想定を超えた広がりも生み出されており、効率性は高いと判 
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断される。専門家及び C/P の配置、機材供与やプロジェクト運営経費負担等、日本、フィ

リピン側双方の投入に過不足はなかったが、C/P の頻繁な異動が問題として指摘された。

また、現地国内研修（ICTP）や個別専門家派遣等、他の JICA 協力との連携は、効率的な

活動実施に貢献した。 
 
（４）インパクト：正のインパクト・中程度 

モデル活動対象地域以外でも AFIS・指紋に関する関心が高まったこと、捜査員と CL 職

員の密接な関係が構築されたことなど、プロジェクト活動のポジティブな効果、影響が確

認され、ネガティブな効果、影響は特定されなかった。上位目標達成へのインパクトに関

しても一定の正の効果が予想される一方、AFIS 活用による犯罪解決という最終的な結果に

つながるインパクトを生み出すには至っておらず、今後、PNP として組織的に取り組むべ

き課題のみならず、司法分野における取り組みの必要性も指摘されている。 
 
（５）持続性： 中程度 

GoP の警察セクターにおける科学捜査強化の政策的方向性は今後も継続的に重視される

見込みであり、政策・制度面での持続性は高い。PNP が AFIS 運用を継続・拡大していく

意欲・オーナーシップ意識は高く、財政面の持続性に期待がもてる一方で、頻繁な人事異

動や研修修了後の捜査員の配置等、組織面では課題が散見される。技術面では、耐用期限

に至っている AFIS に関し、蓄積データの互換性を確保する形での迅速な更新がなされる

ことが最も重要な前提である。さらに、今後、着実な実践経験の積み重ねを通じた捜査官

及び AFIS オペレーターや鑑識官の技術レベルの一層の習熟が期待されるとともに、遺留

指紋保存に関するデジタル化等の方策を模索することによる持続性の確保が必要と考えら

れる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

該当なし。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

首都圏警察本部（NCRPO）が警察改革のための組織的な取り組みの一環として、複数の

捜査官から構成される「捜査チーム」による現場検証の制度を導入していたため、プロジ

ェクトの研修を受講した捜査員の経験蓄積や他の捜査員への現場指導の機会が得られ、成

果達成に貢献した。また、プロジェクトが導入した表彰制度は、捜査官個人の意欲向上の

みならず、管理職員への理解促進・意識啓蒙にも効果的であった。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

該当なし。 
 

（２）実施プロセスに関すること 
幹部職員の異動により意思決定ポストが空席となり、プロジェクト活動に必要な内部通

達の発出等に支障を来すなど、人事異動、特に管理職レベルの C/P の頻繁な交代は、プロ

ジェクトの円滑な実施に対する阻害要因となった。 
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３－５ 結 論 
上述のとおり、本プロジェクト目標はプロジェクト期間中におおむね達成される見込みであ

り、プロジェクトは予定どおり 2013 年 7 月に終了する。 
プロジェクト終了後は、フィリピン側が、指紋鑑識の TOT に関する ICTP や現在派遣中の鑑

識・初動捜査の個別専門家による関連分野の支援も活用しつつ、以下の提言も踏まえて AFIS
の更なる活用に向けた取り組みを実施することを期待する。 
 
３－６ 提 言 
＜プロジェクト期間中における活動に関する提言＞ 
（１）現場捜査官による遺留指紋採取・送付の促進 

AFIS の一層の活用強化のためにも、遺留指紋の採取・送付数を増加させるための取り組

みを一層強化していくことが必要である。 
 
＜プロジェクト期間終了後も含めた対応に関する提言＞ 
（１）AFIS の更新 

本プロジェクトの成果がプロジェクト期間終了後も持続・発展するためには、AFIS の

更新のために必要な措置が、GoP 内において滞りなく行われる必要がある。 
 
（２）指示文書の発出等 

本プロジェクトの成果を定着させていくために、本プロジェクトの成果を踏まえて遺留

指紋の採取、送付及び鑑定に関する既存の実務要領やガイドライン等の改訂や LOI 等の指

示文書の発出を行っていく必要がある。 
 
（３）実績モニタリング 

指紋採取・送付・登録に関する体制整備のためにも、実績モニタリングを充実させて、

常に改善を図っていく必要がある。 
 
（４）遺留指紋登録のデジタル化 

現在使用している白黒フィルムは、将来的には入手が困難となる可能性があるため、持

続性確保の観点からも、証拠能力を維持した形での改ざん防止措置を含むデジタル化に向

けた方策につき、検討・採用する必要がある。 
 
３－７ 教 訓 
（１）適切な関係部局の関与 

プロジェクト目標を達成するために、本プロジェクトでは、CL のみではなく、捜査局

も C/P に加えてプロジェクトを実施した。日常的な連携の希薄であった両機関が本プロジ

ェクトの共同実施を通じて良好な連携関係を築くことができたことは、プロジェクト成果

の持続性にも良い影響を与えるものであり、他の類似プロジェクトの実施や形成において

も適切な関係部局の関与を検討するとよい。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の背景 

 フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）では、近年の経済活動の発展及び国際化の進

展に伴う犯罪の多様化、凶悪化に対処するため、フィリピン国家警察（Philippine National Police：
PNP）では、科学犯罪捜査の強化を進めてきており、わが国も初動捜査や鑑識分野の技術協力を

実施し、PNP の科学的な犯罪捜査能力強化を支援してきた。これら技術協力の成果により、犯罪

現場における指紋採取技術が向上し、犯罪者検挙時に採取する指紋カードについても着実に収

集・保管されている。しかし、指紋カードと犯罪現場において採取される遺留指紋を目視により

確認していたため、指紋照合による被疑者特定は極めて困難な状況であった。 
 このような状況の下、フィリピン政府（The Government of the Philippines：GoP）は大量に保管

されている指紋のデータベース化をめざし、被疑者及び犯罪者指紋と現場遺留指紋とを自動で照

合することで、被疑者の特定を迅速かつ効率的に行うことを目的として「指紋自動識別システム

整備計画」を策定した。同計画のためのシステム整備については、わが国政府が無償資金協力の

要請を受け、2003 年度「指紋自動識別システム整備計画」（9 億 7,500 万円）により供与された。 
 しかし、同システムの有効活用には、指紋電子データ化の際の、オペレーターによる遺留指紋

トレース
1
技術、指紋照合時の照合、鑑定技術の向上が必要不可欠であることから、GoP からわが

国に「指紋自動識別装置（AFIS
2
）運用強化プロジェクト」が要請され、2006 年 7 月から計 4 年

間の協力が実施された。 
 同協力により、遺留指紋と押なつ指紋の登録・照会に係る基礎技術が習得され、指紋照会の合

致数（ヒット数）も増加した。しかし、犯罪現場からの被疑者押なつ指紋や遺留指紋の送付数が

限定的であるため、AFIS の機能を十分活用し切れていないという問題があった。そのため、GoP
からの要請を受けて、押なつ指紋及び遺留指紋の採取・送付体制を強化することを通して、AFIS
活用能力を向上させることを目的として、「指紋採取・活用能力向上プロジェクト（以下、本プロ

ジェクト）」を 2010 年 7 月から 2013 年 7 月までの 3 年間を協力期間として実施している。 
 今般、プロジェクト期間終了まで約半年となることから、これまでのプロジェクト活動の進捗

状況、実績、目標の達成見込み等について確認し、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認

するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教

訓を導くことを目的とし、終了時評価調査を実施した。 

 
１－２ 調査団派遣の目的 

 調査団は、第 1 次及び第 2 次の 2 回に分けて派遣することとし、第 1 次調査団については、以

下の（１）及び（２）を、第 2 次調査団においては（３）及び（４）を実施し、両調査団の実施

を経て、（５）の評価調査報告書に取りまとめることとする。 

 
（１）プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に

基づき、これまでのプロジェクト活動の進捗状況、実績、目標の達成見込みについて調査・

確認する。 
                                                        
1
 遺留指紋のうち不完全な形状の鱗遺留指紋について、指紋の一部から類推し、指紋全体のイメージを作成する作業。 

2
 Automated Fingerprint Identification System の略。 
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（２）小規模案件（※）であるが、今後の対フィリピン支援の検討の参考とするため、可能な限

り DAC 評価５項目（妥当性、効率性、有効性、持続性、インパクト）の観点から評価を行

い、今後に向けた提言を行うとともに、類似プロジェクトを実施する際の教訓を取りまとめ

る。（※小規模案件とは 2 億円以下の案件をいい、通常は持続性、インパクトを除く３項目で

評価を行う。） 
 
（３）（１）及び（２）の結果に基づき、フィリピン側関係者と協議を行い、残りのプロジェクト

期間で行うべき活動及び実施方針について確認する。 
 
（４）上記の評価及び協議の結果をミニッツ（英文）（Minutes of Meeting：M/M）としてまとめ、

カウンターパート（Counterpart：C/P）機関と認識の共有を図る。 
 
（５）調査結果を終了時評価調査報告書（和文）として取りまとめる。 
 
１－３ 調査団構成 

分 野 氏 名 所 属 

総  括 子浦 陽一 JICA 産業開発・公共政策部法・司法課課長 

警察行政 星野 吉宏 警察庁長官官房国際課課長補佐 

評価企画 金田 雅之 JICA 産業開発・公共政策部法・司法課職員 

評価分析 板垣 啓子 グローバルリンクマーネジメント株式会社 研究員 

※警察庁の予算により、警察庁長官官房国際課国際協力室木村公彦室長が同行。 

 
１－４ 調査日程 

（１）第 1 次調査 
2013 年 2 月 17 日（日）～3 月 1 日（金）。 
・子浦団長、星野団員は、2 月 24 日（日）～3 月 1 日（金）（木村室長も同様）。 
・金田団員は、2 月 20 日（水）～3 月 1 日（金）。 
 

（２）第 2 次調査 
2013 年 4 月 1 日（月）～4 月 4 日（木）。 
・子浦団長、金田団員のみ 
 

詳細は付属資料１のとおり。 
 
１－５ 主要面談者 

詳細は付属資料２のとおり。 
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第２章 プロジェクトの実績と達成度 
 
２－１ 投入実績 

２－１－１ 日本側投入 
（１）専門家派遣 

下表２－１のとおり、これまでに延べ 3 名の長期専門家と延べ 7 名の短期専門家が本プ

ロジェクトに派遣された。 
 

表２－１ 専門家派遣実績 

No. 専門分野 派遣期間 

＜長期専門家＞ 

1 指紋採取・活用指導 2010 年 8 月～至現在 

2 業務調整／人材育成 2010 年 8 月～2012 年 8 月 

3 啓発活動／人材育成 2012 年 8 月～至現在 

＜短期専門家＞ 

1 AFIS 活用 

2010 年 8 月 30 日～9 月 25 日 

2010 年 9 月 12～25 日 

2011 年 2 月 20 日～3 月 26 日 

2011 年 8 月 7 日～9 月 10 日 

2012 年 2 月 26 日～3 月 31 日 

2012 年 8 月 5 日～9 月 15 日 

2012 年 11 月 18 日～12 月 14 日 
出典：Progress Report 2 （プロジェクト作成資料、2013 年 2 月） 

 
（２）機材供与 

プロジェクト活動の実施及び技術移転に必要な研修用視聴覚機材、事務機器等、これま

でに総額で 50 万 6,500 フィリピン・ペソ（約 116 万円）
3
相当の機材が供与された。これら

供与機材の詳細については、付属資料３. 「終了時評価ミニッツ」の Annex 5 に示すとお

りである。 
 

（３）本邦及び第三国研修 
下表２－２のとおり、これまでにフィリピン側 C/P 2 名が本邦研修に参加した。 

 
 
 
 

                                                        
3
 調査時点での為替レート（1 フィリピン・ペソ＝約 2.29 円）に基づく概算値。 
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表２－２ C/P 本邦研修実績 

担当分野 役職名 人 数 研修コース名 
本邦受

入機関 
研修期間 

上級 AFIS 担当官 警部補 2 
指紋鑑定教授法 
（J11-21815） 

警察庁 2011 年 6 月 7 日～7 月 8 日

出典：Progress Report 2（プロジェクト作成資料、2013 年 2 月） 

 
（４）在外事業強化費支出 

これまでに総計で 172 万 5,817.70 フィリピン・ペソ（約 395 万円）
4
のローカルコスト負

担が行われた。各年度の支出実績は下表２－３に示すとおりである。 
 

表２－３ 現地業務費支出実績（フィリピン・ペソ） 

年 度（注 1） 2010 2011 2012（注 2） 合 計 

現地活動費 11,636.95 12,097.30 1,702,083.45 1,725,817.70 
（注 1）日本の会計年度による。 
（注 2）2012 年度第 3 四半期末までの実績。 
出典：プロジェクト作成資料 

 
２－１－２ フィリピン側投入 
（１）C/P の配置 

フィリピン側からは、討議議事録（Record of Discussions：R/D）記載に沿って、PNP 幹

部に加え、捜査局（Directorate of Investigation and Detective Management：DIDM）、犯罪科

学研究所（Crime Laboratory：CL）、モデル方面から延べ 50 名の C/P が配置され、日本人専

門家とともにプロジェクトの活動の運営実施にあたっている。これら C/P の一覧は付属資

料３.「終了時評価ミニッツ」の Annex 6 に示すとおりである。 
 

（２）土地、施設等の提供 
フィリピン側よりケソン方面警察本部（Quezon City Police District：QCPD）の施設が提

供された。DIDM が所轄する研修センター内に指紋採取・活用指導分野の専門家とプロジ

ェクト秘書の執務室、また CL の指紋鑑定課（Fingerprint Identification Division：FPID）内

に啓発活動・人材育成分野の専門家と業務調整スタッフの執務室が設置され、付帯資機材

及び電気・水道設備が提供されている。また、PNP 本部内の研修施設がプロジェクトの研

修活動に活用されている。 
 

（３）予算措置 
フィリピン側からは、専門家執務室の電気・水道等の料金、PNP 本部外施設での研修活

動に係る C/P の旅費等、プロジェクト活動に関連した費用の負担が行われてきた。また、

AFIS の維持管理費用として、毎月約 100 万フィリピン・ペソが支出されている。 
 

                                                        
4
 調査時点での為替レート（1 フィリピン・ペソ＝約 2.29 円）に基づく概算値。 
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２－２ 活動実績 

活動実績の詳細は、付属資料３．「終了時評価ミニッツ」Annex 7～8 に記載のあるとおり。 
 
２－３ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：指紋採取・送付から鑑定に到る一連の手続にかかる体制を強化することを

通じて、AFIS の活用が強化される。 
指 標：① 指紋採取から鑑定までの一連のフロー及び標準化されたマニュアルが整備される。

② 指紋照会のヒット数が増加する。 
 
＜実績（Facts found）＞ 
（１）標準化されたマニュアルについて 

・本指標でいう標準化されたマニュアルとは、成果１、成果２に関連した、押なつ／遺留

指紋の採取・送付及び AFIS による登録、照合、鑑定の手続に関する長官通達（Letter of 
Instructions：LOIs）や標準実施手続き（Standard Operating Procedures：SOPs）等の指示

文書である。
5
 

・これらについては、後掲の表２－９及び下表２－４に記載する各種の指示文書が発出さ

れており、標準化されたマニュアルの整備に向けた進捗が確認できる。今後は、特に遺

留指紋の採取、送付及び鑑定に関して、本プロジェクトの成果を踏まえて既存の実務要

領やガイドライン等の改訂や LOI等の指示文書の発出等を行っていくことが期待される。 
 

表２－４ 各種指示文書の発出状況 

発行年月 名 称 備 考 

2007 年頃 PNP Crime Laboratory Fingerprint Examiners Guide 本プロジェクト開始前

（前フェーズ中） 

2008 年 5 月 Scene of Crime Operation（SOCO）Manual 同上 

2011 年 4 月 SOP on Conduct of Crime Scene Investigation  

2011 年 9 月 SOP on Booking of Arrested Suspects  

2012 年 3 月 Guidelines in Accepting or Rejecting Accomplished 
Fingerprint Card 

 

 
（２）ヒット件数について 

・ヒット件数は年々増加している（2010 年から 2012 年までの実績については、表２－５

                                                        
5 プロジェクト目標の指標の 1 つとして記載されている“Standardized manual”については、以下の 2 点から固有名詞としての

PNP マニュアルではなく、手続きに関する指示文書一般を指すと解釈するべきである。 
① “Standardized”という形容詞によって限定されていることから、当該”manual”は一般名詞として使用されていると解する

のが自然である。 
② 指標の入手手段（Means of Verification）として LOIs、SOPs が挙げられており、“Standardized manual”はこれらを含む概

念である。 
③ PNP マニュアルは、各種指示文書の上位に位置づけられ、包括的な手続に関するものであり、科学捜査の一手段である

指紋採取に関して作成されるようなものではない。なお、EU の支援により、2010 年に包括的な捜査マニュアル（指紋鑑

識についての記載も含む）が作成・配布されている。 



－6－ 

のとおり）。 
・上記期間のヒット件数の年間増加率は平均 41％であり、今後も増加することが見込まれる。 
 

表２－５ 指紋照会のヒット数増加の推移 

 
2009 年 

（ベースライン） 
2010 年 2011 年 2012 年 

合 計 
（2010～12 年）

目標値 達成率

ヒット数 29 48 60 79 187 247 75.9％ 

増加率（％） N/A 65.5％ 25.0％ 31.7％ N/A N/A N/A 

 
⇒以上から、プロジェクト目標はプロジェクト期間終了までに達成されることが期待される。 

 
２－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標：AFIS の活用により犯罪捜査能力が向上する。 
指  標：ヒット指紋により被疑者の特定が行われた件数の上昇 

 
＜実績（Facts found）＞ 

・AFIS を活用した指紋照合におけるヒットによる被疑者特定件数は、2012 年は前年比で微減

であったが、プロジェクト開始時点に比べ増加している（表２－６のとおり）。 
なお、今次調査において、PNP から、AFIS の更なる活用の方途として、全警察職員（約 75
万人）の指紋を登録することを計画しているとの説明があり、登録指紋数の拡大によるヒッ

ト件数の増加とともに、AFIS 及び指紋採取の効用についての警察職員の理解の増進に資する

ことが期待される。 
 

表２－６ ヒット指紋による被疑者特定件数 

2009 年 
（ベースライン） 

2010 年 2011 年 2012 年 
合 計 

（2010～12 年） 
目標値 達成率 

16 25 39 36 100 136 73.5％ 

 
⇒以上から、上位目標はプロジェクト終了後、達成されることが期待される。 

 
２－５ 各成果の達成度 

 ２－５－１ 成果１の達成状況 

成果１：モデル方面本部等からの被疑者押なつ指紋及び遺留指紋の採取・送付体制が強化される。 
指 標：① モデル方面本部等における押なつ／遺留指紋の採取・送付数が増加する。 

② モデル方面において押なつ／遺留指紋の採取・送付にかかる手続が定着する。 

 
＜実績（Facts found）＞ 

以下の（１）及び（２）の活動を実施し、これら活動を通じて、モデル方面である東部方面

（Eastern Police District：EPD）に加えて、首都圏全体においても、押なつ指紋（10 指指紋）及
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び遺留指紋の採取数は着実に増加している（表２－７及び２－８参照）。 
 
（１）指紋に関する研修 

１）捜査員に対する研修 
・プロジェクトでは、首都圏における合計 144 名の捜査員に対し、指紋採取に関する

研修を実施した（全捜査員 583 名のうち 24.7％を占める）。 
・研修では、座学による講習を修了した捜査員に対し機動鑑識隊（Scene of Crime 

Operations：SOCO）のメンバーによる犯罪現場におけるオンザジョブ・トレーニン

グ（On-the-Job Training：OJT）（実践活動）を実施。 

・研修を修了した捜査員に研修終了証とともに指紋採取キット
6
を提供。 

・本プロジェクト終了後は、これらの研修の成果及び本プロジェクトと連携し実施し

ている指紋鑑識の指導者養成に関する現地国内研修（In-Country Training Program：

ICTP）
7
の成果を活用し、フィリピン側が自立的に研修を継続・発展させていくこと

が期待される。 
２）チーフ捜査員に対するセミナー 

・捜査員を監督・統括する立場にある警察署の捜査部局の長 42 名に対し 3 日間の指

紋セミナーを実施。 
なお、モニタリングの結果によれば、研修を受講した捜査員のうち、現場に臨場して実

際に指紋を採取した者は 43％にとどまっており、方面警察本部及び警察署等のユニット単

位でも 25％が捜査現場における指紋の採取を行っていない。今後、フィリピン側において

研修成果の実践・活用に対する一層の努力が求められる。 
 

（２）広報活動等 
１）AFIS 及び指紋の重要性に対する認知度向上 

・PNP 内での AFIS 及び指紋の重要性を一層認知させるための活動を実施（捜査局ニ

ュースレター、ポスター制作
8
、ソーシャルネットワーク等の活用）。 

・残りのプロジェクト期間中に DVD の製作も予定されている。 
２）表彰制度 

・2012 年 8 月以来、遺留指紋採取成績に基づき、優秀な捜査員を表彰している。 
・これまでに 47 名の捜査員及び 31 の警察署や地方 CL が表彰されている。 

 
表２－７ 東部方面（EPD）における指紋採取・送付数 

指紋採取・送付数

【EPD】 
2009 年 

（ベースライン）
2010 年 2011 年 2012 年 

合 計 
（2010-12 年）

目標値 達成率

押なつ指紋 733 1,222 3,255 3,389 7,866 7,916 99.4％

遺留指紋 269 184 486 607 1,277 1,641 77.8％

                                                        
6
 2 種類の粉末、遺留指紋採取用の棒、拡大レンズ、懐中電灯、筆記用具等から構成される。 

7
 現地国内研修「指紋鑑識実務指導者養成」（2011 年 9 月～2014 年 3 月）。 

8
 AFIS の認知度向上と現場保存の重要性に関する啓蒙。 
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表２－８ 首都圏警察本部（NCRPO）における指紋採取・送付数 

指紋採取・送付数

【NCRPO】 
2009 年 

（ベースライン）
2010 年 2011 年 2012 年 

合 計 
（2010-12 年）

目標値 達成率 

押なつ指紋 6,063 5,712 15,105 14,781 35,598 N/A N/A

遺留指紋 943 658 1,849 1,974 4,481 N/A N/A

 
押なつ／遺留指紋の採取・送付に係る手続に関しては、LOI が表２－９のとおり発出さ

れている。 
押なつ指紋に関しては、2011 年 3 月に LOI 02/11、同年 5 月には警察庁長官による特別

指示、さらに同年 9 月には SOP（表２－４参照）が発出され、モデル方面のみならず全国

における被疑者押なつ指紋の採取・送付の手続きが整備された。 
なお、この LOI 等の運用により、首都圏においては、被疑者押なつ指紋の採取・送付が

ほぼ 100％実施されるようになっている。 
遺留指紋に関しても、EPD を含む首都圏警察本部（National Capital Region Police Office：

NCRPO）における指紋採取及び送付のための手続きが 2012 年 3 月に LOI 01/12 の発出に

より整備され、同 LOI に基づく運用が実施されている。 
以上から、モデル方面における押なつ／遺留指紋の採取・送付に係る手続きは定着しつ

つあると判断される。 
 

表２－９ 長官通達（LOIs）の発出状況 

発出年月 LOIs 概要等 

2010 年 10 月 【LOI 02/10】Project on Enhancing Procedure 
for Collection and Application of Fingerprints 
at EPD as an model Police District 

モデル方面である EPD における指

紋採取及び活用に関するもの。本

LOIs を実施に移すための実施計画

が同月に発出されている。 
2011 年 3 月 【LOI 02/11】Procedure for Collection of Ten 

Prints of All Booked Suspects at Police 
Station Nationwide 

10 指指紋について全国にて採取す

る手続に関するもの。 

2012 年 3 月 【LOI 01/12】Project on Enhancing Procedure 
for Collection, Submission and Application of 
Latent Prints as well as Utilization of AFIS 
“HITS”/Identical Results in NCRPO 

首都圏における遺留指紋の採取・送

付・活用及び AFIS におけるヒット

の活用に関するもの。 

 
⇒以上から、成果１は、おおむね達成できる見込みであると判断される。 
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２－５－２ 成果２の達成状況 

成果２：CL において送付された押なつ指紋・遺留指紋の AFIS による登録、照合、鑑定体制が

強化される。 
指 標：① 指紋登録・照合件数が増加する。 

② 何人かの AFIS オペレーターが指紋鑑定技術向上のために他のオペレーターの指

導ができるようになる。 

 
＜実績（Facts found）＞ 

AFIS による指紋登録及び照合件数は、プロジェクト開始時点と比べて増加している（表２－ 

10）。
9
 

また、以下の（１）から（３）の活動を通じて、AFIS オペレーター等が育成され、他のオペ

レーター等の指導が実践されている。 
 

（１）AFIS オペレーター及び指紋鑑定官に対するセミナー／ワークショップ 
・延べ 224 名の AFIS オペレーター及び指紋鑑定官が、セミナー／ワークショップに参

加。 
・短期専門家による AFIS オペレーションに関する実地指導を実施。 
 

（２）遺留指紋保存のための写真技術指導 
・セミナー及び OJT を実施。 
・指導を受けたシニアオフィサーはセブ CL における写真指導も実施。 
なお、白黒写真フィルムの入手が今後困難になることが予想され、中長期的には写真の

デジタル化を検討する必要があると考えられる。 
 

（３）AFIS オペレーション及び指紋鑑定トレーナー養成 
・指紋の登録、鑑定、トレース、確認に関する指導者となるための研修を実施。 
・8 名の AFIS オペレーター及び指紋鑑定官が、トレーナーとして、合計 26 の所内研修

において、101 名の AFIS オペレーターを含む延べ 509 名の CL 技術スタッフに指導を

実施。 
研修を受講した AFIS オペレーターは、捜査局の研修部にて実施する定期研修における

講師として指導を行っており、継続的な実践を通じた指導技術の向上が期待される。 
 
 
 
 

                                                        
9
 遺留指紋の照合件数については、プロジェクト開始後、年々減少し、2012 年度はプロジェクト開始前の 2009 年度実績を下

回っているが、採取・送付された指紋の質が悪かったり、登録する AFIS オペレーターの技能レベルが低かったりする場合

には、1 つの指紋に関し複数回の照合を行う必要があり、入手した実績データには、このような重複した照会の件数を含ん

でいるため、本実績データの照合件数の減少には、採取・送付された指紋の質の向上、AFIS オペレーターの技能の向上によ

る重複照会の減少の影響があると考えられる。 
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表２－10 AFIS による指紋登録及び照合数 

  2009 年 
（ベースライン）

2010 年 2011 年 2012 年 
合 計 

（2010-12 年）
目標値 達成率

押なつ指紋 登録数 11,794 18,282 38,620 37,428 94,330 114,992 82.0％

照合数 14,045 20,113 41,964 41,598 103,675 136,939 75.7％

遺留指紋 登録数 1,041 1,594 2,288 2,466 6,348 9,095 69.8％

照合数 3,818 7,391 4,695 3,230 15,316 9095 168.4％

 
⇒以上から、成果２はおおむね達成できる見込みであると判断される。 

 
２－６ 実施プロセスの評価 

（１）意思決定とモニタリングのメカニズム 
プロジェクトの意思決定機関であり、活動進捗の確認を行うとともに、プロジェクト運営

に係る連絡調整を担う組織として設置されたプロジェクト管理委員会（Project Management 
Committee：PMC）は月例で開催されることとなっていたが、頻繁な人事異動、特に PNP 本

部の管理部局の人事異動等の問題から、これまでの開催は 3 回にとどまっている。プロジェ

クトでは、これに代わるものとして、内部計画検討ワークショップ（Project Internal Review and 
Planning Workshop）、プロジェクト実施レビュー（Project Implementation Review：PIR）、テク

ニカル・ワーキング・グループ（Technical Working Group：TWG）等、種々の会合を開催し、

プロジェクトの活動進捗及び成果達成状況に係る情報の共有、活動計画内容の確認・承認を

行ってきた。これらの会合の開催実績の詳細については、付属資料３．「終了時評価ミニッツ」

の Annex 8 に示すとおりである。 
 

（２）プロジェクト関係者間の連絡調整 
今般調査のインタビューにおいては、プロジェクト関係者間に円滑な連絡調整・コミュニ

ケーションが構築されていたことが報告された。定期的な全体会合の開催は困難であったが、

PNP 本部の各関係部局担当者、モデル方面及び NCRPO の関係者の間には、携帯電話等によ

る頻繁な連絡が確保されており、プロジェクトの活動に関しては、PNP 本部からの正式通達

に加え、専門家やプロジェクトのスタッフから、携帯電話、携帯メール（Short Message 
Service：SMS）を通じて必ず事前の連絡がなされたことが評価されている。また、啓発活動

の一部として DIDM 及び CL の定期刊行物にプロジェクト活動報告が寄稿されたことも、関

係者間の情報共有に貢献した。 
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第３章 プロジェクトの５項目評価結果 
 
３－１ 妥当性 

⇒プロジェクトは、以下の理由により、おおむね妥当であると判断される。 
 

（１）フィリピン政府（GoP）の政策との整合性 
・現行のフィリピン開発計画（PDP：2011～2016）にてグッドガバナンスと法の支配の確

立が主要な課題のひとつに位置づけられており、その中で、フィリピン国家警察（PNP）
の近代化（科学捜査を含む）が明記されている。 

・PNP の“Peace and Order Agenda for the Transformation and Upholding of the Rule of Law
（PATROL）Plan 2030”の中でも、科学技術を用いた犯罪捜査の促進の重要性が言及され

ている。 
・PNP の戦略文書である“CODE-P 2013 and Beyond”の中で、AFIS も含めた情報通信技術

（ICT）の犯罪捜査における活用方針が明記されている。 
 
（２）日本政府（GoJ）の援助政策との整合性 

・プロジェクトを開始した時点においては、フィリピン国別援助計画（2008.6）及び JICA
国別援助実施方針（2009 年 7 月）において、本案件を含む警察能力向上は、重点課題「雇

用機会の創出に向けた持続的な経済成長」の中の「グッドガバナンス」プログラムの下

に位置づけられていた。 
・ 新の日本政府（The Government of Japan：GoJ）の対フィリピン国別援助方針（2012 年

4 月）においては、選択と集中の過程で、ガバナンスプログラムは廃止されたことから、

本案件は「脆弱なガバナンスの下、投資促進の阻害要因となっている治安問題の改善の

ため、警察能力向上に係る実施中の案件については着実に遂行するとされている」とし

て投資環境プログラムに位置づけられている。 
・よって、現在実施中の本プロジェクトについては、一定の妥当性を有しているものの、

対フィリピン援助政策全体におけるセクターの重要性は低下している。 
 
（３）ターゲットグループのニーズ 

・PNP の関連部局や C/P 等からは、プロジェクトの支援による技術面での向上に対し、一

様に高い評価が寄せられた。 
・プロジェクトの支援により、AFIS の登録指紋データベースは充実し、ヒット件数の増加

により AFIS にかかわる警察官の一層の意欲の向上につながっていることが確認された。 
 
（４）プロジェクトアプローチとしての適切さ 

・2003 年に実施した無償資金協力による AFIS の供与及び前フェーズにおける技術協力の

成果を更に発展、拡大させることをめざしたアプローチは妥当であると考えられる。 
 
（５）日本の技術の優位性 

・日本では 1982 年に AFIS を導入し、犯罪者指紋カード及び現場遺留指紋をデータベース
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化し、1990 年にはそれらの照合作業もコンピュータによって行われ、迅速な捜査活動を

可能にしているため、本分野における日本の技術優位性はある。 
 
３－２ 有効性 

⇒プロジェクトの有効性は、以下の理由により、高いと判断される。 
 

（１）プロジェクト目標の達成 
・モデル地域である EPD に加えて NCRPO においても 10 指指紋・遺留指紋の採取・送付

数は増加し、また、AFIS による指紋登録、指紋照合数も増加しており、継続的な取り組

みがなされることにより、プロジェクト目標は、プロジェクト期間内に達成されること

が見込まれる。 
 
（２）成果とプロジェクト目標達成との関連性 

・モデル地域における指紋採取・送付体制が強化される（成果１）こと、及び本部 CL に

おいて受領した指紋の AFIS による登録、照合、鑑定体制が強化される（成果２）こと

は、一連の手続きの上流部分と下流部分であり、双方の成果の達成が、AFIS の活用が強

化されるというプロジェクト目標の達成に貢献することにつながっている。よって、成

果とプロジェクト目標とは適切な関連を有している。 
 
（３）プロジェクト目標達成に資する促進要因 

・首都圏警察本部では、捜査をチームによって実施する取り組みを導入しており、このイ

ニシアティブが、プロジェクトにて研修を行った捜査員が犯罪現場における指紋採取に

集中して取り組むことを可能にするとともに、研修未受講の捜査員への波及効果をもた

らした。 
・プロジェクトによる犯罪現場における指紋採取の成績優秀な捜査員及び警察署の表彰制

度を導入したことも士気を高めるとともに、警察署間での良い意味での競争意識も醸成

し、監督者によるモニタリングを改善させることに貢献した。 
 
（４）プロジェクト目標達成に対する阻害要因 

・少なからぬ捜査局及び CL における C/P が、PNP の頻繁な人事異動による影響を受けた。  

特に DIDM のマネジメントオフィサーが 2012 年に異動により長期間空席となったこと

などは、プロジェクトに関連する指示の発出の遅れ等につながった。 
 
（５）外部条件 

・研修を受けた捜査員が（指紋を採取する）捜査とは無関係の部署に配置されたことは、

習得した技術の活用や犯罪現場における指紋採取経験の蓄積に対し悪影響を及ぼした。

（現在では、この問題点は認識され、既に将来に向けた改善策が取られている。） 
 
３－３ 効率性 

⇒プロジェクトの効率性は、以下の理由により、高いと判断される。 
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（１）日本側投入 
・専門的知識・技術を有する専門家が計画に基づいて派遣され、C/P から高く評価された。 
・プロジェクト活動及び技術移転に必要な資機材についても提供され、適切に管理され、

各種活動に活用されていることが確認された。 
・本邦研修参加者も習得した知識・技術をプロジェクト活動及び日常の活動に活用してい

る。 
 

（２）フィリピン側投入 
・C/P は任命され、プロジェクトオフィスや基本設備は提供され、円滑なプロジェクト活

動の実施に貢献した。 
 

（３）他の JICA 支援との連携 
・プロジェクトは、ICTP（「指紋鑑識実務指導者養成」）や鑑識・初動捜査等の関連分野の

個別専門家と密接に連携して実施された。ICTP は AFIS オペレーターや鑑識官のトレー

ナーとしての一層の能力強化に貢献し、プロジェクト成果を全国に広げることに役立ち、

個別専門家はより一層の専門知識の教授によりシナジー効果をもたらした。 
 
３－４ インパクト 

⇒上位目標の達成及び波及効果の発現のための一定のポジティブな要素は確認された一方、

AFIS の活用により被疑者が逮捕・起訴され完全な解決につなげるためにも、PNP 内のみなら

ず、司法分野における取り組みも不可欠である。 
 

（１）上位目標の達成見込み 
・現在のヒット指紋による被疑者特定数は、プロジェクト終了時点での目標設定値に対し

て約 74％となっており、今後の一層の取り組みにより、将来の上位目標の達成は期待さ

れる。 
 
（２）ポジティブなインパクト 

・聞き取り調査の結果から、プロジェクト実施（捜査員が SOCO との OJT を経て、犯罪現

場で指紋採取を行うこと）により DIDM と CL の連携が強化されたことが確認された。 
・多くの関係者は AFIS におけるヒットは 終目標ではなく、立件、被疑者逮捕を経て、

終的には法廷での結審に至ることをめざすべきことを認識している。 
 
（３）ネガティブなインパクト 

・特になし。 
 
３－５ 持続性 

⇒プロジェクトの持続性は、以下の理由により、中程度と判断される。 
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（１）政策・制度面での持続性 
・PATROLE Plan 2030 や CODE-P 等の PNP の政策文書において、犯罪捜査において AFIS

を含む情報技術を活用したシステムの導入を重視することが明記されており、政策面で

の継続的な支援が期待できる。 
・捜査活動における AFIS の活用を促進する LOIs 等も発出されており、制度面での持続性

も一定程度確保されている。 
 
（２）財政・組織面での持続性 

・スペアパーツの確保も含め、PNP が AFIS のメンテナンスについて継続的に努力を行っ

ていることが確認された。AFIS の更新に関しても多額の予算の確保がなされており、オ

ーナーシップの表れと受け取ることができる。 
・組織面においては、研修受講者の人事配置や指導的立場にあるオフィサーの頻繁な人事

異動等の懸念はあり、今後もモニターしていくことが必要である。 
 
（３）技術面における持続性 

・指紋を採取する捜査官及び、指紋を処理・登録する AFIS オペレーターや鑑識官の技術

レベルは向上しており、今後、着実な実践経験の積み重ねを通じた一層の習熟が期待さ

れる。 
・AFIS の更新に向けた予算措置、更新手続の着実な進展、及び今後の競争入札実施までの

手続き
10
が確認された。一連の手続を経て、 終的にこれまでのシステムと整合性のあ

る形で更新がなされることが、プロジェクトの技術面での持続性確保のための前提とな

る。 
・現在、白黒写真撮影により行われている遺留指紋保存に関し、将来的には白黒フィルム

の入手が困難となる可能性があることから、デジタル化等の方策を模索することが持続

性確保の観点からは必要と考えられる。 
 
３－６ 結 論 

上述のとおり、プロジェクト目標はプロジェクト期間中におおむね達成される見込みであり、

プロジェクトは予定どおり 2013 年 7 月に終了する。 
プロジェクト終了後は、フィリピン側が、指紋鑑識の指導者養成に関する ICTP や現在派遣中

の鑑識・初動捜査の個別専門家による関連分野の支援も活用しつつ、以下の提言も踏まえて AFIS
の更なる活用に向けた取り組みを実施することを期待する。 
 
 
 
 
 

                                                        
10

 今後、過年度予算充当の合法性が政府調達政策委員会（Government Procurement Policy Board：GPPB）にて確認され、調達

委員会による審議を経て、2013 年度の年次調達計画の修正がなされれば、実際の競争入札の手続が開始されることになる。 
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第４章 まとめ 
 
４－１ 今後に向けての提言 

４－１－１ プロジェクト期間中における活動に関する提言 
（１）現場捜査官による遺留指紋採取・送付の促進 

AFIS の一層の活用強化のためにも、遺留指紋の採取・送付数を増加させるための取り組

みを一層強化していくことが必要である。 
 

４－１－２ プロジェクト期間終了後も含めた対応に関する提言 
（１）AFIS の更新 

本プロジェクトの成果がプロジェクト期間終了後も持続・発展するためには、AFIS の更

新のために必要な措置が、GoP 内において滞りなく行われる必要がある。 
 
（２）指示文書の発出等 

本プロジェクトの成果を定着させていくために、本プロジェクトの成果を踏まえて遺留

指紋の採取、送付及び鑑定に関する既存の実務要領やガイドライン等の改訂や LOI 等の指

示文書の発出を行っていく必要がある。 
 
（３）実績モニタリング 

指紋採取・送付・登録に関する体制整備のためにも、実績モニタリングを充実させて、

常に改善を図っていく必要がある。 
 
（４）遺留指紋登録のデジタル化 

現在使用している白黒フィルムは、将来的には入手が困難となる可能性があるため、持

続性確保の観点からも、証拠能力を維持した形での改ざん防止措置を含むデジタル化に向

けた方策につき、検討・採用する必要がある。 
 
４－２ 類似案件実施への教訓 

（１）適切な関係部局の関与 
プロジェクト目標を達成するために、本プロジェクトでは、CL のみではなく、DIDM も

C/P に加えてプロジェクトを実施した。日常的な連携の希薄であった両機関が本プロジェク

トの共同実施を通じて良好な連携関係を築くことができたことは、プロジェクト成果の持続

性にも良い影響を与えるものであり、他の類似プロジェクトの実施や形成においても適切な

関係部局の関与を検討することが望ましい。 
 
４－３ 調査団長所感 

（１）AFIS の一層の活用のための登録件数の増加に向けて 
AFIS を一層活用し、ヒット及び被疑者検挙につなげていくためには、照会元である現場遺

留指紋の採取件数を増やすこととともに、照会先である登録指紋数を増やすこととが重要で

あるが、今次調査において、PNP として全警察官の 10 指指紋を採取・登録することを計画
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していることが確認された。この取り組みは、登録指紋数の増加とともに、PNP 内部への指

紋の重要性及び AFIS の有用性の周知にもつながることが期待され、本プロジェクト成果の

持続性向上にとっても有益であると考える。 
 

（２）AFIS 更新に向けた取り組み 
AFIS の更新はプロジェクト成果の持続性にも深く関係するため、今次調査では装備局から

の聞き取りを行い、AFIS 更新に向けた状況を確認した。その結果、PNP の設備投資予算とし

て毎年 20 億ペソが確保されているが、AFIS 更新については、2009～2010 年度の調達年度計

画に計上されていた銃器調達のための予算の未使用分（3 億 6,000 万ペソ）のうち 2 億 7,000
万ペソを充当する形で確保されており、現行 AFIS の更新手続きが着実に進められているこ

と、またシステム更新の際、これまでの協力により蓄積されたデータが適切に新システムに

移行されることを担保する仕様となっていることが確認された。 
 

（３）PNP 犯罪対策能力向上プログラム 
残りのプロジェクト期間においては、PNP が自立的に本プロジェクト成果を維持・発展さ

せていけるよう、フィリピン側へのハンドオーバーをより一層念頭に活動を進めていく必要

がある。また、本プロジェクト終了後も一定期間 PNP 犯罪対策能力向上プログラムにおける

他の協力（個別専門家、本邦研修、ICTP）は継続するため、同様にフィリピン側の自助努力

を促す形での取り組みを促進することが必要である。 
 
 



 
 
 
 
 
 

付 属 資 料 

１．調査日程 
 
２．主要面談者リスト 
 
３．終了時評価ミニッツ（含む PDM） 
 
４．主要面談記録 
 
５．PNP CL による総括プレゼンテーション資料 
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/2
5

月
■
D
I
D
M
は
、
実
際
の
事
件
事
例
を
用
い
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
準
備
。
C
o
r
p
u
s
副

捜
査
局
長
、
M
a
c
a
v
i
n
t
a
事
件
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
C
M
D
）
部
長
、
M
a
r
q
u
e
z
捜
査
研
修

（
S
I
D
D
）
部
長
、
B
a
b
a
g
a
y
研
究
分
析
（
R
A
D
）
部
長
ほ
か
が
同
席
。

20
12
/2
/2
6

火

■
本
部
C
L
は
、
A
r
a
n
a
s
 
C
L
総
務
課
長
、
G
a
r
a
d
o
指
紋
鑑
定
課
長
、
T
e
b
i
a
 
A
F
I
S
係
長

ほ
か
が
同
席
。

■
方
面
本
部
及
び
主
要
警
察
署
に
つ
い
て
は
、
2
0
日
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
同
様
、
L
a
x
a
警
視

庁
、
F
i
l
a
r
t
刑
事
課
長
、
A
c
a
b
o
課
長
補
佐
、
G
u
i
b
b
巡
査
長
（
A
F
I
S
デ
ス
ク
担
当
）
が

同
席
。

20
12
/2
/2
7

水

20
12
/2
/2
8

木
■
事
務
所
報
告
に
つ
い
て
は
、
J
I
C
A
団
員
の
み
の
対
応
。

※
警

察
庁

予
算

で
、

木
村

室
長

が
2
/
2
4
～

3
/
1
の

全
日

程
同

行
予

定
。

20
12
/3
/1

金
1
4
:
5
0
 
マ

ニ
ラ

発
（

J
L
7
4
2
）

1
5
:
3
0
-
1
7
:
3
0
 
団

内
打

合
せ

9
:
0
0
-
1
2
:
0
0
 
専

門
家

・
事

務
所

と
の

協
議

1
4
:
0
0
-
1
5
:
3
0
 
D
I
D
M
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
1
7
:
0
0
-
1
8
:
0
0
 
事

務
所

長
と

の
打

合
せ

【
団

長
・

金
田

】

 
9
:
0
0
-
1
0
:
3
0
 
本

部
C
L
所

長
表

敬
・

本
部

C
L
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
1
0
:
4
5
-
1
1
:
1
5
 
P
N
P
警

察
庁

長
官

表
敬

1
3
:
3
0
-
1
4
:
3
0
 
首

都
圏

警
察

本
部

長
表

敬
1
4
:
3
0
-
1
6
:
0
0
 
首

都
圏

警
察

本
部

お
よ

び
主

要
警

察
署

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

9
:
0
0
-
1
0
:
3
0
 
I
B
I
S
視

察
1
0
:
3
0
-
1
2
:
0
0
 
A
F
I
S
視

察
1
3
:
3
0
 
マ

ニ
ラ

方
面

サ
ン

パ
ロ

ッ
ク

警
察

署
視

察
・

捜
査

員
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
1
5
:
3
0
-
1
7
:
0
0
 
マ

ニ
ラ

方
面

本
部

C
L
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ

 
9
:
0
0
-
1
0
:
0
0
 
A
F
I
S
視

察
1
0
:
3
0
-
1
2
:
0
0
 
東

部
方

面
マ

リ
キ

ナ
警

察
署

視
察

・
捜

査
員

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

1
3
:
0
0
-
1
4
:
4
5
 
飯

利
プ

ロ
マ

ネ
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
【

金
田

】
1
5
:
3
0
-
1
7
:
0
0
 
東

部
方

面
パ

シ
グ

警
察

署
視

察
・

捜
査

員
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ

資
料

整
理

20
12
/2
/2
4

日
1
3
:
3
5
 
マ

ニ
ラ

着
（

J
L
7
4
1
）

資
料

整
理

A
M
 
資

料
整

理

備
考

20
12
/2
/2
0

水

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
7
:
3
0
-
1
9
:
0
0
 
団

内
打

合
せ

 
@
J
I
C
A
 
M
R
3

9
:
0
0
-
1
0
:
1
5
 
P
N
P
調

達
部

（
D
e
p
t
 
o
f
 
L
o
g
i
s
t
i
c
s
）

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

1
0
:
3
0
-
1
1
:
0
0
 
飯

利
プ

ロ
マ

ネ
と

の
打

合
せ

1
1
:
0
0
-
1
2
:
0
0
 
E
P
J
U
S
T
と

の
面

談
1
5
:
0
0
-
1
7
:
0
0
 
A
D
B
と

の
面

談
【

団
長

・
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

・
金

田
】

1
7
:
3
0
-
1
8
:
3
0
 
事

務
所

報
告

【
団

長
・

金
田

】

 
9
:
0
0
-
1
0
:
0
0
 
事

務
所

ナ
シ

ョ
ナ

ル
ス

タ
ッ

フ
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
【

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
】

 
9
:
3
0
-
1
0
:
0
0
 
事

務
所

（
益

田
次

長
）

と
の

打
合

せ
【

金
田

】
1
1
:
0
0
-
1
2
:
0
0
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
専

門
家

と
の

打
合

せ
13
:3
0-
15
:3
0
 
全

5
方

面
C
L
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ

－　－19



フ
ィ

リ
ピ

ン
終

了
時

評
価

調
査

（
第

二
次

）
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
実

績

内
容

備
考

20
12
/4
/1

月
1
3
:
3
5
 
マ

ニ
ラ

着
（

J
L
7
4
1
）

1
6
:
0
0
 
事

務
所

打
合

せ
事

務
所

と
の

打
合

せ
に

お
い

て
、

ア
ポ

及
び

調
査

期
間

中
の

進
め

方
に

つ
い

て
確

認
。

事
務

所
側

は
佐

々
木

所
長

及
び

氏
家

さ
ん

が
対

応
。

20
12
/4
/2

火
1
0
:
3
0
 
ミ

ニ
ッ

ツ
協

議
フ

ィ
リ

ピ
ン

側
は

、
捜

査
局

（
D
I
D
M
）

及
び

犯
罪

科
学

研
究

所
（

C
L
）

の
主

要
関

係
者

が
出

席
。

日
本

側
は

、
専

門
家

及
び

事
務

所
の

氏
家

さ
ん

が
出

席
。

20
12
/4
/3

水

 
8
:
3
0
 
ミ

ニ
ッ

ツ
署

名
 
9
:
3
0
 
C
L
と

の
打

ち
合

わ
せ

1
1
:
0
0
 
専

門
家

と
の

打
ち

合
わ

せ
1
7
:
3
0
 
事

務
所

報
告

C
L
（

A
r
a
n
a
s
氏

）
か

ら
は

現
地

国
内

研
修

へ
の

専
門

家
の

支
援

に
関

す
る

依
頼

等
が

な
さ

れ
た

。

20
12
/4
/4

木
1
0
:
0
0
 
大

使
館

報
告

1
4
:
5
0
 
マ

ニ
ラ

発
（

J
L
7
4
2
）
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日時 2013 年 2 月 22 日 15:30-16:30 

場所 PNP 装備局 

面談者 PNP ペレス装備局長、ガンボア課長 

備考   飯利プロマネ、大川専門家が同席 

以下のとおり、AFIS更新に向けた状況につき、聴き取りを行った。 

（１）PNPの設備投資予算として、Capability Enhancement Programの名称で、毎年20億ペソが確保されてい

るが、AFISリプレイスについては、2009-2010年度のAnnual Procurement Planに計上されていた銃

器調達のための予算の未使用分（3.6億ペソ）のうち、2.7億ペソを充当することを予定している。 

（２）現PNP長官は捜査に重点を置いていることもあり、当該3.6億ペソについて、AFIS更新等の捜査関連資

機材に充当するべく、Project Procurement Management CommitteeにてProject Procurement 

Management Planを修正1して、2012年末に財務省に提出した。（したがって、予算自体の確保はでき

ている。） 

（３）今後のスケジュール 

ステップ 
実施時期目安 

（PNP装備部からの聴取） 

①財務次官が議長を務めるGovernment Procurement Policy Board

（GPPB）にて、3.6億ペソの過年度予算（2009-2010年銃器購入残予

算）を今年度の新たな用途（AFIS更新用の2.7億ペソを含む）に充当す

ることの法的妥当性を確認する 

3月第2週 

②その確認を経て、PNP内のNational Headquarters Bid and Award 

Committee（NHQ-BAC）にて協議する。 

3月第2週 

③同委員会（NHQ-BAC）のRecommendationが作成され、PNP長官の承

認を経て、2013年度調達計画（Annual Procurement Plan 20132）の修正

が行われる。 

 

④その後、財務省調達係（Procurement Service-Department of 

Budgetary Management）にて調達手続が開始される。 

ここまで最短で2週間ほど 

⑤共和国法9184（Republican Act No.9184：Government Procurement 

Reform Act）に基づき、調達手続が実施される。 

所要期間は、最速で28日、最

遅で124日。PNP関連の調達

での標準期間は55日程度。 

⑥調達結果に基づき、データ移行等に関するBackward Compatible Test

を経て、National Proceed Purchase Order（NTP-PO）が発出される。 

NTP-POの送達に6日ほど。 

 

 

                                                   
1 なお、Project Procurement Management Plan については、6 か月を目途に現場での状況・ニーズに応じ

て、通常見直しているものであり、今次修正についても特別なものではない。 
2 現行の 2013 年度調達計画に AFIS の更新は含まれていない。 
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